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はじめに

IFSMAの第47回東京総会は10月27日に無

事閉幕した。外国からの参加者は15ヶ国、お

よそ30人でウクライナ侵攻による欧州からの

航空便の減便や迂回飛行、運賃の高騰などを

考えるとIFSMAの総会としてはまずまずの

参加者といえるであろう。また過酷な戦火の

渦中にあるウクライナ船長協会会長のCapt. 

Oleg Grygoriukが遠路遙々参加してくれた

ことは特筆に値する。あらためて開催準備や

運営に関わった関係者の努力に対して厚く御

礼申し上げたい。

総会報告はいずれIFSMA事務局からなさ

れると思うので、ここではプログラムには必

ずしもとらわれずトピックスを中心に総会報

告としたい。

理事会

10月25日（水）総会前日、午後 2 時から

IFSMA理事会が開催された。これまでの理

事に加えて、新しく理事に指名された各国船

長協会代表も加えての会議である。理事会は

主として翌日から開催される総会の準備や進

行、審議される議題の確認であった。

夕刻にはIce Breaking Reception として東

京湾に浮かぶ屋形船で総会参加者及びその家

族など総勢約40名が参加しての懇親会となっ

た。これはどの総会でも港湾都市で開催され、

またIce Breaking Reception は遊覧船で行わ

れるのがほぼ慣例とも言える状況にならった

ものである。屋形船は外国人にとってはとて

もエキゾチックなものであったようで好評で

あった。

IFSMA東京総会報告
（一社）日本船長協会　理事　赤塚 宏一
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総会

10月26日（木）、日本船長協会の中村会長

の総会歓迎の挨拶に続き、IFSMA会長の

Capt. Hans Sande の力強い開会宣言ととも

に総会開催に当って支援して下さった日本財

団、NYK及びMOLへの感謝の言葉があった。

総会はまず議題の採択に始まり、役員の選

挙に移った。IFSMAの役員人事は任期 4 年

であるが、2019年にヘルシンキで開催された

第45回総会で総会が年次から隔年となり、

2018年に選任された役員及びヘルシンキで増

員された全役員の改選となった。今回は定員

を超える立候補者はなく、全て無投票となり、

下記新役員が確認された。

会　　長
Capt. Hans Sande ノルウェー 重任

会長代理
Capt. Willi Wittig  ドイツ 重任

副会長
Capt. Marcos Castro  アルゼンチン 重任

Capt. Niels Bergkvist Hansen デンマーク 新任

Capt. Martin Björkell フィンランド 新任

Capt. Alexandre Ribes フランス 重任

中村紳也船長 日本 新任

Capt. Marcel van den Broke オランダ 重任

Capt. Nils Brandberg スウェーデン 新任

Capt. Mehmet Birol Bayrakdar トルコ 新任

Capt. Oleg Grygoriuk ウクライナ 重任

Capt. Joseph Hartnett 米国 重任

会長のCapt. Sandeは2014年オスロにおけ

る第40回総会で就任したので、今後 4 年間会

長を務めると13年間に及ぶ長期となる。また

副会長の内、新任が 5 名であるが、重任とす

るフランスと米国は前任者が任期途中でやむ

を得ない事情により辞任したため、IFSMA

規約により出身母体から指名された者で、実

質的には新任である。理事会の構成員が大幅

に変わったことでIFSMAの活動にも新しい

風が吹くであろう。なお、退任したのはチ

リー、デンマーク（ 2 名）、スウェーデン、

日本（赤塚）である。

選挙に続いて、事務局長報告、活動報告、

決算報告及び予算が審議され、そして会計監

査人として元事務局長のC a p t . R o d g e r 

McDonald が引き続き指名された。

名誉会員の推挙については、これまでの慣

例通り2024年 1 月に就任するIMOの新事務

局長アルセーニョ・アントニオ・ドミンゲス・

ベラスコ氏（パナマ、現IMO海洋環境部長）

をIFSMAの名誉会員に推挙することが承認

された。

事務局長報告はIFSMAホームページに掲

載されているが、過去 2 年間に渉るIFSMA

の活動の詳細な報告で主としてIMOを舞台

に事務局長を中心とするIFSMAグループの

活躍が記されている。

IFSMAのStrategic Plan 2023－2029（2023

年から2029年にわたる今後の戦略）について

は、“Maintaining Course and Speed” と題し、

これまで同様、船長の立場に全ての基礎を置

いて、必要な発言をなし、船長が必要とする

情報を収集し伝達するが、特に次の 5 項目に

ついては “Key challenges” と称して重点的

に取り組むこととした。

すなわち

1 ．船長及び船員の技能と能力の向上

2 ．船長を犯罪者扱いする事案への対策

3 ．自動運航船運航への積極的関与

4 ．安全管理の強化

5 ．パブリックリレーションズの強化
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今後の総会については2025年にフェロー諸

島、2027年はウクライナのオデッサと決定し

た。フェロー諸島の船長協会会長C a p t . 

Annfinnur Garðalíð（アンフィヌル・ガルズ

アルズ）から総会への招待と同諸島の紹介が

あった。フェロー諸島はデンマークの自治領

でアイスランドとノルウェーの中間に浮かぶ

18の島々からなり、人口は 5 万 3 千人とのこ

とである。当然のことながら漁業が盛んで、

恐らく商船に乗り組む船員も多いのであろう。

次いで今回IFSMAに正式に加盟した韓国

船長協会の副会長のCapt. Mun Kun Chang 

が新入会員としての挨拶を行った。韓国船長

協会については、10数年来IFSMA加盟を呼

掛けてきたものである。特に韓国出身の林基

沢IMO事務局長と親しいIFSMA事務局長か

らの強い働きかけがあった。韓国は船長・航

海士・機関長・機関士をメンバーとする海技

士協会が存在していたが、IFSMAに参加す

るために別途船長協会を2022年 6 月30日に発

足させ、本年 4 月のIFSMA理事会で加盟を

承認したものである。韓国船長協会はこれま

でに数回のセミナーを開催し、 6 冊の調査報

告書も刊行したとのことで活発な活動を繰り

広げているようで頼もしい。いずれは日本船

長協会と並んでIFSMAを支える中核団体と

なることを期待している。

またアルゼンチンからは同国のCollective 

Bargaining Agreement締結の報告やウクラ

イナの状況報告もあった。ウクライナについ

てはこれまで月報で報告した以外の特に目新

しい情報もなく、またCapt. Grygoriukの短

いビデオもITFや各国労組が連帯をスローガ

ンにウクライナの船員家族や港湾労働者家庭

へ提供された支援物資の配送等が主であった。

ウクライナ及びCapt. Grygoriukについては

本誌次号で再度報告したいと考えている。

シンポジウム

今回のシンポジウムのテーマは大きく三つ

に分かれる。その一つは船員の募集と教育訓

練である。第二は自動運航船の問題、第三は

その他として船長や船員を巡る問題である。

このなかでやはり一番注目を集めたのは自動

運航船（MASS）の問題であろう。よってま

ずは本件から紹介したい。

自動運航船（MASS）

今回のシンポジウムの中で特筆すべきは

「自動運航船に関するコード」　（以下MASS 

コード）に関するIMO 3 委員会（海上安全・

法律・簡素化委員会）の合同作業部会の共同

議長を務められた東大の後藤教授（大学院法

学・政治学研究科教授）の講演である。そし

てそれに引き続きIFSMA事務局長による

IFSMAのMASSコード審議に対する対応と

対拠方針、日本船長協会中村会長による「自

動運航船の避航」、そして最後に日本財団の

桔梗氏による “MEGURI 2040” による自動運

航船の実証実験報告がなされた。いわば自動

運航船の今後の社会実装に於いてまず取り組

まねばならぬ重要課題を網羅したプログラム
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と言えるであろう。会場では一種の緊張感も

漂っていたように感じられた。

後藤教授もIFSMA事務局長もこれまでの

IMOのMASSコードに関する審議について説

明されたが、本件に関しては筆者が「IFSMA

便り（88）－MASSコード－」（2023年 6 月・

7 月号）にてIFSMA事務局長の報告書に基

づき書いたところである。

MASSコード策定に関するIMOの作業部会

には加盟国52ヶ国ならびに香港及び欧州連合

が参加し、またIFSMAやIMPA、船主団体

などの国際的なNGO 21団体が参加した。議

長は日本から後藤教授及びスウェーデンの

Mr. H. Tunforsが共同議長となった。これは

作業部会における議論の技術及び法的側面の

双方のバランスを取るためとされている。

この作業部会の目的は

1 ．現行基準の改正の要否、新たに必要とな

る基準等についての検討

Regulatory Scoping Exercise：RSEにお

いて明らかになった緊急を要する問題点に

ついての検討

2 ．三つの委員会で示されたロードマップを

考慮し、作業計画を立案すること、そして

3 委員会で示された問題につき、検討し結

果を報告すること。

後藤教授は「IMOにおける自動運航船に

関する合同作業部会と法律委員会における進

捗状況」と題して講演された。そして2024年

4 月に予定されている法律委員会、 5 月の合

同作業部会で審議される問題点について触れ

られた。

船長として当然のことながら最も関心のあ

るのはMASS Master （自動運航船船長　以

下MASS船長）であろう。これについてはこ

れまでの審議では自動運航船に船長は必要か、

乗船している必要はあるのか、運航の責任は

誰が負うのか、MASS船長は船員なのか（こ

れはSOLAS条約及ILOの海上労働条約の両

面から規定されるべき）などの基本的な課題

が提出されている。これらについては教授は

今後のIFSMAのインプットに大いなる期待

を示された。

上記の問題については、これまでの審議で

概ね次の点が合意されている。

1 ．自動化の程度や運航管理の仕様の違いが

あっても自動運航船には常に人間の船長が

存在しなければならない。

2 ．船長は船内が無人であり、かつ自動化技

術の程度によっては乗船しなくてもよい。

3 ．自動化の程度や運航管理の仕様の違いが

あったにせよ必要な時に船長は常に本船を

コントロール（intervene）出来なければ

ならない。

後藤教授はその他、自動運航船の遠隔オペ

レーションセンター、海難事故時における責

任関係、海洋法条約、なかでも便宜置籍船に

おける旗国と船舶との「真正な関係」につい

て詳しく言及された。

質疑応答に入ると、ブルガリアのCapt . 

Dimitrov は在来船と自動運航船が衝突した

場合、在来船の船長は関係当局の最もEasy 

target となるであろう。誰もどこか遠い国

のオペレーションセンターで運航管理をして

いるようなややこしい存在の責任関係を問い

ただすより、目の前に居る船長を逮捕するほ

うが簡単なのだ。これまでも海難事故が発生

すれば常に船長が犠牲者となってきた。自動

運航船においてこのようなことのないように

法体系の整備が必要と指摘した。
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またスウェーデンのCapt. Lindvall は自動

運航船に船長が乗船する場合、自動化の程度

はどうであれ船長一人で24時間監視すること

は不可能だ。副船長やあるいは航海士が必要

である。またごく少人数で長期間船内に滞在

し労働するのも困難であろう。それなりの乗

組員構成が必要であろうと指摘した。

インドのCapt. Chawla は自動運航船につ

いては各国がそれぞれ管轄するのではなく、

国際的な船籍を創設し、適用される規則は全

て統一されるべきであり、また船級も国際的

な統一船級規則を制定し検査を受けるように

すべきではないか、なぜなら無人化される本

船の構造や設備は在来船よりはるかに堅固に

建造されるべきであり、そうすることにより

船籍国の値引き合戦や国際規則のあまりにも

柔軟な解釈を防ぎ安全の確立に寄与するので

はないかと提案した。

これに対し、後藤教授は良い提案であり、

IMO事務局とも検討するが、こうした提案は

直接の関係者、なかでもIFSMAなどから提案

されるのが効果的ではないかと回答された。

IFSMA事務局長のプレゼンは「現役船長

の自動運航船に対する国際的な意見表明」と

してパワーポイント16枚からなる力作で現役

の船長としてのMASSコード及び自動運航船

の運航に関する意見である。IFSMAが強調

するのはMASS船長の権限と責任の明確な規

定、自動運航船と在来船が併存する移行期に

おける関連法規の明瞭かつ簡明であり、解釈

に疑義を生じない統一解釈が確立されること

などの法体系の整備である。このためにIFS-

MAはその総力を挙げて取り組むことを誓っ

ている。

日本船長協会の中村会長による「自動避航

システムの安全性評価・認証基準の提案」は

綿密な調査に基づいた提案で海上衝突予防法

を満足し「自動避航システムで航行する船舶

が遭遇する船舶に不安を与えない」というコ

ンセプトでそのクライテリアを作成するとい

う自動運航船の基本的な運航技術である。こ

のような地道な技術開発こそが自動運航船の

発展に寄与するであろう。

日本財団桔梗氏の自動運航の実証実験報告

は日本の技術の高さを世界に示すものとなった。

船員の募集と教育・訓練

IFSMA会長代理でドイツのCapt. Wittig 

は同国の船長協会とドイツに25校ある船員養

成施設及び訓練機関、大学と密接な連携を保

ち、彼等を船長協会の学生会員として取り込

み、将来の船員の確保と海事思想の普及に努

力している旨の報告があった。

IFSMA会長でノルウェーのCapt. Sande か

らは “From sea to shore - maritime career 

paths” として同国の詳細な船員需給や進路

状況の実態報告があった。ノルウェーでも海

事関係の学生を組合に取り込んでおり、現在

700人の学生会員がいるという。またノル

ウェー籍の船舶に乗り組んでいるのはおよそ

1 万 9 千人、また船長など船舶職員として欧

州連合から承認されている海技資格保有者は

19,361人にのぼるという。

このプレゼンのあと、参加者との活発な意

見やコメントが交わされた。筆者も日本の外

航船員の実態や募集・教育訓練などについて

少々コメントしたのだが、実はその週始めに

関係者から日本人船長が乗っている外航船は

わずか50隻程度ですよと告げられたショック

から癒えぬまま、その旨を告げると会場から
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は “Unbelievable” との声も聞こえた。

船長のための海事法 “The Master's Practi-

cal Guide to Maritime Law”

IFSMAがICS（国際海運会議所）と共同で

船長の為の海事法に関する参考図書を作成中

であることはこれまで本誌で紹介してきたと

ころであるが、このほど完成し総会にて、本

書出版の為のIFSMA/ICS合同作業部会のメ

ンバーであるフィンランドのCapt. Björkell 

からその内容が紹介された。本書はIFSMA/

ICS双方の 9 人からなるメンバーの執筆によ

るものであるが、その中心的役割を果たした

のはオランダ船長協会のメンバーで法学博士

でもあるPeter van Kruit である。

本書は 3 部21章、259ぺージで船長として

必要な法律をほぼ網羅しているように思われ

る。第 3 章は “Master’ s overriding authori-

ty and discretion” と題し、ISMコードの船

長の「超越権限」に関し、その説明と幾つか

のケースが挙げられている。本書は定価 

£250 （約¥45,000）で発売される予定だが、

IFSMA会員は20％の割引が適用されるという。

本書は今回の総会開催国である日本船長協

会に記念として贈呈されたが、筆者は永年

IFSMAに関わって来たことを以て贈呈され

た。名誉なことと感謝している。

安全運航支援センター

シンポジウム終了後、商船三井の安全運航

支援センターを訪れた。壁一面のスクリーン、

世界の海域に展開する関係船舶の全ての動静、

気象･海象状況など瞬時に把握出来る。紛争

中の黒海の状況などもウクライナのCapt . 

Grygoriukが感心するほど正確で的確であっ

た。支援センターの竹本さんの流暢なAmer-

ican English による行き届いた説明、パソコ

ンが林立するオフィス、IFSMA会員の現役

時代とは全く異なる雰囲気にまるで異次元の

世界に迷い込んだようで全員が非常な感銘を

受けたと語っていた。

おわりに

これまで何度も書いてきたが、東京でIFS-

MA総会を開催するのはIFSMA第三代会長

の故川島裕船長の念願だったのでこれを実現

出来て嬉しく思っている。総会開催を引き受

けた葛西前会長、そしてそれを実行した中村

会長にまずお礼を述べたい。また、会議にご

参加いただいた船長協会の理事、その他関係

の皆様に厚く御礼申し上げます。協会本部の

中川・長田・宮川常務理事、とりわけ宮川常

務理事には国際業務担当として、会議場、ホ

テル、各種のプログラムの立案・手配をして

いただいた。また多くの国際会議を経験して

いる増田技術顧問からも各種のアドバイスを

頂いた。いうまでもなく事務局として力を頂

いた清水総務部長、星野さん・大森さんにも

お礼を述べたい。

各国からの参加者の夫人達は前々から日本

で開催されることを楽しみにしていたようだ

が、総会初日に行われたレディース・プログ

ラムは行き届いた内容で大変好評だった。
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総会開催にあたり財政面から支援を頂いた

日本財団、日本郵船株式会社、株式会社商船

三井には改めて感謝したい。

IFSMAは我々船長が担っている国際社会

への貢献度と責任の大きさに比較してあまり

にも小さいがそれだけになお一層組織として

の重要性は高いと思う。

参考資料
At the invitation of Japan Captain’s Association

（Wednesday 25th evening） Thursday 26th and Friday 27th October 2023
Provisional Agenda

All times are Japan Time = GMT + 8 hr.
Date/Time Agenda  Description

Wednesday 25th 18:00 Ice Breaking Reception – Harbour Boat Trip 
Thursday 26th In Toshi Center Hotel

09:00-

10:30 
Coffee Break

-12:30

01 IFSMA AGM
Welcome by President, Japan Captains’ Association
Reply by IFSMA President, Hans Sande
Adoption of Agenda
Report by Secretary General, including:
　・Strategic Plan
　・Statutes and Bye-Laws
　・Membership Issues
Treasurers Report
Appointment of Honorary Treasurer for 2023 & 2024
Confirmation of future venues for BGAs: 
　・Faroe Islands for 2025
　・Odessa, Ukraine for 2027
Introduction to Faroe Islands by FSN President Capt. Annfinnur Garðalíð
Introduction by new member, Korea Shipmasters’ Association
Report from Ukraine by MTWTU President, Oleg Grygoriuk
Report from Argentina by CCUMM President, Marcos Castro
Any other business

12:30-13:30 Lunch
13:30-14:00
14:00-14-30
14:30-15:00
15:00
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

17:00-17:30

02
03
04

05
06
07

08

Seafarer Training （Pradeep Chawla）
Student Maritime Cooperation （Willi Wittig）
Student Cooperation Experience （Hans Sande）
Coffee Break
Progress at IMO WG on MASS （Chairman IMO WG Professor Goto）
IFSMA’s Views on MASS （Secretary General, Jim Scorer）
Proposal of Objective Criteria for Safety （Evaluation） of Automatic Collision Avoidance 
System （JCA President, Shinya Nakamura）
The Nippon Foundation “MEGURI2040” Fully Autonomous Ship Program 

（Tetsuya Kikyo, The Nippon Foundation）
18:30 BGA Dinner, hosted by JCA – Toshi Center Hotel
Friday 27th In Toshi Center Hotel 
09:00-09:30
09:30-10:00

10:00-10:30
10:30
11:00-11:30

11:30-12:00

09
10

11

12

13

Is the Profession of Ship Captain Easier Today? （Dimitar Dimitrov）
Erasmus+ Project “Enabling Seafarers to Mutual Endorsement” 

（Dimitar Dimitrov）
Controlling Fires in Electric Vehicles （Annfinnur Garðalíð）
Coffee Break
Introduction to IFSMA/ICS Publication “The Master’ s Practical Guide to Maritime Law” 

（Martin Björkell）
Any other business

12:00-13:00 Lunch
13:30-15:30 14 Visit to MOL “Safety Operation Supporting Center” （SOSC） [Transport provided]
16:00 End of General Assembly.

IFSMA 47th Biennial General Assembly - Tokyo


